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遠軽信用金庫の取組① 

 

取組のタイトル 不動産賃貸業経営支援セミナーにおける地元産品のＰＲ 

取組の時期 （始期）令和４年９月～ 継続中 

関連するSDGsの 

ｺﾞｰﾙ・ﾀｰｹﾞｯﾄ 

 

  
 

取組内容 

 

当金庫が毎年開催している「不動産賃貸業経営支援セミナー」において、昨

年度に続き、遠軽商工会議所による遠軽町のふるさと納税返礼品の即売会を

実施し、地元産品のＰＲに努めました。 

 

この「不動産賃貸業経営支援セミナー」は、北海道内で不動産賃貸業を営む

お客様に対して、経営に有益な情報を提供するとともに、お客様同士の情報

交換の機会を持っていただくことを目的として、平成 23 年から、毎年１回開

催しております。 

 

令和５年度は、９月 23 日（土）の午後２時から、札幌パークホテルにおい

て、224 名の多くのお客様に参加いただき、「非木造が牽引する賃貸住宅市場

について～ラピダス効果は？～」及び「相続税・贈与税の改正ポイントと家

賃収入の出口戦略について」をテーマとした講演会を開催しました。 

 

来場されたお客様からは、「講演も素晴らしかったが、地元遠軽町の物産品を

知ることができて、大変貴重な機会であった。」等のお言葉を数多くいただ

き、ＰＲ効果は十分に認められる結果となりました。 
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遠軽信用金庫の取組② 

 

取組のタイトル 環境保全活動「植樹活動の実施」 

取組の時期 （始期）令和５年 10月～ 継続中 

関連するSDGsの 

ｺﾞｰﾙ・ﾀｰｹﾞｯﾄ 

 

 
 

取組内容 

 

令和５年 10月９日（土）、当金庫役職員と役職員の家族計 55名が、町有林で

植樹活動を行いました。 

 

この活動は、地域の環境保全に取り組むため、当金庫と遠軽町が令和４年 12

月に「森林整備に関する協定」を締結し、令和５年度から令和８年度にかけ

て毎年約１ヘクタールずつ植樹を行うものであります。 

 

整備する森林の名称は「えんしんの森」と名付け、最後の苗木を植えた後の

下刈りなどを含め、整備期間は令和 12年３月までを予定しています。 

 

植樹活動第１回目となる今年度は、二酸化炭素（ＣＯ２）の吸収力が高いク

リーンラーチ約 1,800本の苗木を植樹いたしました。 

 

今後は、この森を活用したイベントの開催などを遠軽町と協力のうえ企画

し、町と一体となって環境保全に取り組む方針であります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


